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m

m-

i

あ
る
i

間
蹄
に
、一

方
に
於
で
は
货
將
用
と
し
て
金
の 

需
要
は
猛
ガ
潜
加
し
ウ 

あ
6

0
:
1

最
近
數
ヶ
年
間
ヶ
豕 

額
の
金
は
職
出
品
に
働
す
る
支
拂-と
しV

南
米
殊
に
巧

爾

然

丁

國

禁

ら

た
6

。
醫

学

國

の

貿

县

は
千
九
百OlT

l
年
に
至<： N

て
始
め
て
順
潮i
な
，
.
^
、
同 

年
よ
6
千
九
百
十
年
に
至
る
迄
に
無
養
 
一

！

億
七
千
萬
圓 

の
金
は
同
國
に
輸
入
せ
ら
れ
、
細
幣
滑
邮
墓
金
と
し
て 

同
國
の1̂
揽̂
局
に
積
立
ら
れ
ぉ
ろ0
千
九
百
十J

年
に 

ぢ
南
米
の
金
輸
入
は
減
少
せ
さ
6
-し
を
以
て
、
同
方}

6?  

に
於
：̂
る
金
の
.
霞
要
は
今
後
猶
ほ
數
間
持
纖
す
ベ
し 

と
思
は
る
。又
、直
接
に
或
ほ
坡
及
を
經
で.印
度
に
險\ 

せ
ら
れ
お
る

金
；； P

動
か
ら
す
し
て
、
二
三
の
州
.に
於
て 

は
旣
に
金
は
一
般
に
流
通
せ
る
；

5P

の
、
：如
く
、
且
つ

jpr  

る
處
に
於
て
富
豪
は
銀
の
代
ろ
に
金
を
菩
藏
し
つ

〜
あ 

A
V
O
若
し
印
度
に
於
け
る
金
货
自
由
鏡
造
蘭
始
の
運
動 

に
し
て
成
功
せ.ぱ
、W

額
の
金
が
歐
米
の
市
場
よ.

牧
せ
ら
る〜

に
至
る
べ
き
は
疑
ふN

J
i

能
は
！̂
る
所
な 

み
"

喪
す
る
に
、
、
世
界
各
國
はI

f

®

迷
な
る
康
洋』

：

ず

綜
合
.

レ
て
者
ふ
る
に
、
職
近
の
物
價f

名
亦
是
迄
の 

物
價
§

の
順
序
に
對
す
る
例
外
お
る
ベ
き
ダ
の
に
非 

さ
る
を
斷
言
す
る
こi

を
得
る
が
如
し
。
物
償
が
千
八 

百
五
’十
一
年——

千
八
百
五
十
七
年
間U

騰
貴
し
に
る 

後
、
千
八
百
七
十
一
年
迄
は
、
朦
洲
及
び
カ
リ
ブ
オ
ル 

ニ
ア
の
金
#

3
3

が
以
前
と
略
同
額
な-： 0

に
ダ
拘
は
ら 

卞
、
槪
し
て
同1

の
平
準
を
維
持
し
お6

き
。
さ
れ
ば
、
 

目
下
の
物
®

騰
貴
ダ
遠
か
：K

し
て
底
止
し
、
其
後
暫 

#

物
慎
は
同一

の
}
^

準
を
#

^

す
べ
き
％
、
早
晩
下
落 

の
蓮
動
を
線
返
す
に
至
る
な
ら
ん
。
，

 

■
.

ニ1五
八

ら
ダ
亦
一
货
本
位
を
採
用
せ
ん
と
し
つ•あ
6
? 

支
那
ダ
現
今
の
®
動
が
鎭
定
し
お
る
曉
に
は
サ1® 
口 

バ
ー
卜
®み，
.Iトの
提
言
を」

採
用
し
て
、
日
本
の
先
例
に 

傲
ふ
な
-ら
ん
i
s
は

.る
。

,
若
し
十
丸
世
紀
の
勒
期
以
来
の
卸
相
場
の
藤
洛
通 

觀
せ
ぱ
、
千
八
百
九
十
六
年
に
至
る
迄
の
物
慎
騰
落
.の 

趨
勢
は
熊
か
に
下
落
の
方
向
を
有
し
に
る
を
知
る
ベ 

し
。
激
し
き
波
動
は
あ-0

.,

た
れ
と
ダ
、
物
®
平
準
は
一
ス 

四
丸
f

五

1

年
前
は
下
落
の
大
勢
を
持
し
、
失
れよ 

ろ
千
八
百
五
十
七
年
に
至
る
間
は
騰
貴
し
、
爾
後
千
八 

百
七
十
一
年
迄
は
千
八
百
五
十
七
年
の
平
P

广V.

維
持
し 

た
6
.

き
。
千
八
百
七
十
一
年
よ
タ
七
十
三
年
迄
は
物 

は
.
再
び
騰
貴
し
、
其#

よ

-
^
以

後

千

八

百

九

十

六

年

迄
 

更
に
急
激
に
下
落
せ6

。
さ
れ
ば
、
是
れ
に
由
ら
て
觀 

る
に
、
物
償
騰
貴
，の
趨
勢
が
持
續
せ
^
p

れ
お
る

は

‘ 

下
落
の
趨
勢
が
持
續
せ
ら
れ
た
み
期
間
よ
6

ダ
遙
か
に 

短
し
。
現
今
に
於
け
る
金
の
，產
額
及
び
將
來
に
於
け
る 

金
需
要
額
の
見
越
に
關
し
て
上
文
に
述
ぺ
お
る
事
實
を

:

日

本

經

濟

史

科(

室
町
蹄
代
記
織
の
郁)

松

本

次

郞

室
町
骑
代
に
關
す
る
史
料
の
中
前
號
に
揚
載
せ
し
以 

，外
の
？
の
-
^
中
に
重
要
な
る
ダ
の
を
あ
ヶ
る
事
と
せ 

6

.
 

濟
史
家
及
西
洋
史
家
は
餘6

に
外
國
と
我
國
の 

發
展
を
類
推
し
す
ぎ
て
平
行
說
の
讓
，り
に
陥
る
％
の
多 

し
我
經
濟
ぷ
に.
は
根
本
史
料
の
拼
梵
最タ、
急
務
な
ん
と

W
:

 
◎

I

日
件
錄
0 

今
0

存
す
る
ダ
の
に
其
拔
萃
な
れど
%

最
だ
史
的
®

 

値
を
有
す
'

る
ダ
の〜

ニ
な
ん
。
著
者
.は
北
禪
和
尙
に
し 

て
殊
に
此
蹄
代
め
僧
侶
は
政
治
に
關
係
す
る
と
共
に

一 

般
國
民
と
ダ
接
觸
し
を
ル
ぱ
公
卿
の
日
記
な
と
の
如
く 

社
會
'

の

1

部
に
局
限
し
て
公
卿
生®

を
中
v

§
と
せ
る
に 

對
し
此
藤
代
の
偕
侶
の
手
に
な
る
者
は
政
治
を
主
.と
し 

寺
院
を
と
き
更
に
下
層
の
®

與
に
及
び
て
大
凡
蹄
代
精 

挪
を
窺
：ふ
を
得
べ
し
。
本#

は
前
號
紹
介
の
滿
濟
淮
後
，

リ

. 

‘

三
五
九



j * ? 辱/ m  t  A

m

錄

B

記

及

蔭

凉

w日

織

と

相

並

ん

や

此

糖

代

の

三

大

日

記
 

と

だ

云

ふ

べ

く

何

れ.P

社

會

的

經

驗

を

充

分

有

す

る

人
 

..
々

な

れ

ぱ

參

考

書

ヴ

し

て

最

ダ

癒

當

な

6

0

此

書

は

曲
 

亭

馬

琴

の

讀

書

目

？

；

^入ん
大

し

s
f古
來

重
 

ん

せ

ら

れ

ざ

6

し

,
P

國

民

生

.
活

に

重

を

置

く

今

日

の■

x
s

i
お

n
明

i

(

千
四
百
七
士 
ニ
年)

に
終
は
么
覆
凡
二
十
五
六
年® 

に
直
れ
ろ
。

.

.

享
德
西
年
乙
亥
，
 

.

、
‘正
月
五
日
、
叉
話
。
旦
那
大
友
國
中
之
政
、
有
可 

稱
道
者
、
去
歳
入
唐
舰
叛
、
各
出
袖
分
先
♦
諸
商

百

、
可
，出

十

賞

者

、

.減111

貫

0
儀
可
例
知
也
レ*
 
i 

亦

寡
欲
之
至
也
、
，
又
話
天
龍
曾

D
爲
渡
唐
須
費
自 

公
府
赐
公
貼
，者
百
六
矣
、
故
關W
諸
僧
。
自
上
座 

而

位

諸

U
。
十
刹
五
山
者
、
不
爲
少
焉
、
就
中 

豐
萬
S
寺
中
亦
有
五
山
長
老
、
以
百
十
七
賞
寶
南'.

m*KO

禪
寺
公
帖
、
而
將
蘭
i
、
因
着
i
蹄
、
大
友

命
日
五
山
千
刹
、
而
五
山
長
老
居
于
此、
m

m

爲
不
宜
、
河
況
五
山
.南
禪
寺
前
住
を
、
若
欲
位
商

禪
寺
。
則
不
冗
此
寺
中
。
彼
長
老
不
得
南
禪
位
、

遂
屈
本
位
耳
、
チ
®
彼g

貝
公
文
、
爲
長
老
者
。
自

以
爲
得
、
不̂
覺
識
者
嗤
咲
。
則
登
非
一
生
：

g
g
、

此

漠

雖

失

百

十

七

贯

、
而
幸
免

人

喘

、
則
'卻
非
有

得

。
叉
日
大
友

ま
！！！

以

莱

茨

、
敷

以

辯

、
淳
朴

冗
喜
也
、
予
晴
、
凡
政
道
爲
人
所
厭
者

6 ’

皆
出
於

多
欲
、
若
寨
利
歌
之
源
。.則
天
下
登
雖
治
％

所

庶
諸
州
守
護
皆
如
大
友
：。
四
海
晏
清
、
萬
民
和
ラ 

矣
。

長
祿1,1

年

戊

寅

•
.

月
八
日
等
持
寺
首
座SI 。

咲
雲
來m

、

架
渡
唐 

蹄
、
持
齋
四
S
去
、1

鳥
以
代
翰
墨
全
書！

部
云 

云
、‘
日
本
大
刀
®
八

百

、
或

一:

貫

者

、
-
在

彼

方

者

.則
一
刀
五
貫
、
叢
定
慣
也
、
先
是
目
为
明
得
六
西 

貫
者
、
就
中
五
萬
貫
、
善
大
刀
之
報
也>
 

j

萬
賞

I

Id?

硫
黄
之
報
也
、
大
刀
推
朝
庭
收
之
、
非
®
人
所
實 

買
？ 

•

宽
正
•五
年
甲
取 

‘四
月
十
三
日
、
叉
大
唐
。

一:1̂1®

日
本
西
叢
®
紫
在 

西

南

g
雞
紫
乘
舟
、
又
向
®
南
而
行
、蓋
日
本
當 

千
揚
州
、
上
古
日
本
船
有
直
達
暢
州
膝
也
云
々
、叉 

,

.景
泰
帝
兄
在
位
獵
胡
圆
爲
激
所
擒
。.胡
人
云
、
雲
，
 

安
地
三
十
條
州
。.若
以
此
W
、
則
可
還
ち
景
泰 

王
許
之
、
跪
然
三
十
餘
州®
中
刷
置
官
、
其
貢
則 

與
胡
人
。是
以
北
細
三
十
六
萬
疋
、黃
金

一J  

K
萬 

斤
、
送
胡
画
、
盖
ニ
物
共
雲
安
產
也
爾
來
大
明
乏 

財
、
國
涉
艱
難
云
.々
.
.

大

は

幕

府

よ

6
の
特
權
を
得
て
外
働
i
賈
具
せ 

し
は
人
の
よ
く
知
る
所
な
れ
と
；

ip
s

家
®
ほ
に
於
け
る 

賈

商

人

に

對

す

る

大

名

と

し

て

は

此

時

代

の

®
挪
ュ
と 

る

十

分

の

1.

の
課
桃
を
一

！1

分

減
b
お
る
は
必
し
ダ
因

I

寧 

ポ
の
治
め
方
i
の
み
見
る
ぺ
か
ら
す
。
此
蹄
代
の
智S 

は
其
思
想
のj

面
は
支
那
思
想
殊
に
治
國
.平
夭
下
を
篇 

雜 

錄

中
に
描
き
、
無
理
に
政
治
，上
に
道
德
的
要
素
を
加
嘛
し 

ま
d

棒
大
に
評
す
る
を
常
と
せ
る
ダ
の
な
义
ズ
政
セ
上 

の
評
&

な
とt； !

其
ま
-
^
信
卞
る
を
得
さ
る
；
^

の
な
. 

大
內
ほ
は
賈
易
を
以V

立
ち
其
富
を
以
て
室
町lli.

資
P 

其
桃
戚
を
振
へ
る
こ
と
は
大
ほ
の
競
爭
お
る
對
梟
タ 

宗
家
.レ
仏
鎌
を
見
て
ぢ
明
な-CN

O

享
德
頃
に
はSe?
具
他 

i

し
て
视
な
と
ダ
盛
ん
に
な6
搬
ん
と
大
內
家
の
觸
占 

せ
し
外
H

貿
易
；

5 P

他
f
c
鏡
爭
者
あ
ら
は
れ
お
，
1

ぱ
其
競 

爭
上
®

内
貧
具
商
を
保
譜
し
て
其
貿
易
上
よ6
得
る
サ 

入
の
減
ル
を
防

'
^
政
策
な
る
や
；
知
义
す
。

賈
易
の
利
a

に
つ
い
て
は
！
振
一
貫
の
大
刀
は
波
地 

に
於
て
は
五
貫
に
價
す
と
。
此
談
話
の
あ6
し
長
祿
ニ 

年
よ
'

德

！
 

I

年
則
六
年
前
の
我
貿
揚
船
の
輸
出
品
を 

檢
ず
る
に
本
刀
凡
丸
千
五
苗
振
と
あ6
0(

大
f
乘
院
日
記 

目
錄
に
よ
る
。
大
刀
の
輸
出
額
ダ

1

定
せ
る
ダ
の
に
ダ 

あ
ら
ざ
る
べ
し
と
思
は
る

)

上
述
の
記
事
に
よ
ろI

振 

四
貫
の
利
s

i

す
れ
ぱ
三
萬
八
千
賞
の
利S

t

事
に 

て
之
を
談
話
の
五
寓
贯-
^
;
比
し
て
大
差
な
き
よ6
見
_义

三
六1

.

I
f



雜

錄

§

ぱ
太
刀
な
と
は®

五
倍
の
®

を
以
て
.

彼
の
：地
に
寶
れ
お. 

る
を
®

^

ず
る
を
得
パ'
し
。
而
し
ズ
大
刀
に
：限6

彼
她 

政
府
の
審
實
に
し
て
一
般
商
人
は
如
何
と
セ
す
る
能
は
，
 

き
ろ
し
如
し
硫
黃
の
輸
出
額
ニ
ー
十
九
萬
七
千
五
百
斤
.

に
‘ I 

®
す
る
一
寓
賞
の
報
は
餘
ろ
に
少
な
き
故
に
或
は
數
字 

の
窝
し
誤
'
^

に
み
ら
ざ
る£

r。
 

, 

\

 

寬
政五年

(

千
百
六
十

E
t

年)

の
支
那
政
俯
の
記
事 

に

つS
.
V

は
.
千
⑩
百
四
十
九
年
！

1$̂
泰
の
兄
英
宗
冗
刺
の 

土
木
也
に
捕
は
れ
た
ん
齋
泰
は
兄
の«
-

^

0

て
多
額
ル
. 

鍋
と
黄
金
i

を
以
て
せ
6

。
此
談
話
は
此
事
件
過
ぎC
; 

f

f
i
s

に
十i

一
 

三
年
然
ズ
明
國
の
财
政
は
窮
乏
を
來
し
、

' \  

哦
國
.
の
.

衰
微
こ
、
に
基
く
な
と
經
濟
上'よ
6

之
を
糖
察
一 

し
お
る
は
政
治
道
德
に
か
ぶ
れ
て
漸

.
P

す
れ
ぱ
道
德
を
. 

以
て
政
治
を
瑜
卞
る
標
準
は
な
れ
財
政
上
よ
6

説
b
 

お
る
は
、
我
室
町
幕
府
の
財
政
棄
亂
を
目
離
し
お
る
我

\

 

國
の
實
驗
よ6

類
推
し
お
る
論̂
^
^ら
ん
ダ
一
面
よ.
り
み


れ
ぱ
我
の
®
濟
思
想
發
達
の
 

結
某
な
-
 ̂

と
云
は 
ヤ0 
る
ぺ 

か
ら
す
。
 

:

ニ一

六
ニ

文
安
五
年

.
八
月
十
九
日
、
予
叉
問
鹿
燕
院
殿
於
此
終
宅
之
事
、 

0

創
基
恐
在
干
泉
州<

ロ
職
之
前r

兩
年
献
、
朝
命 

睹
大
名
之
±

役
土
木
、
獨
大
内
義
弘
日
、
吾
士
以.
 

弓
矢
爲
業
而
已
、不
可
役
干
干
土
木
、
則
義
弘
傑
逆 

' 

#

首
之
激
觸
也
、
經
營
未
畢
、

者
其
費
則
ニ 

十
八
萬
貫
也
、
然
則
至
干
舉
功
、
則
殆
百
萬
貫
，#
、 

隨
樓
傑
閣
、
肅
棟
雕
梁
、
東
面
南
北
、甚
布
星
*
、
 

如
®
.

天
.降
、
如
從
地
涌
、
敌
法
雲
寺
殿
雪
後
居
士
、 

咨
變
花
院
殿
日
、
此
新
第
不
可
以
換
西
方
極
樂
也
、 

天
下
千
今
爲
ロ
實
焉
。
今
蹄®

南
有
®

摩
堂
、
.東 

有
織
法
堂
、
 

„ 

‘

.

.今
爲
等
持
寺
宗
鏡
堂
者
嚴
也
、I

s

^

i

 

殿
、
今
爲
南
禪
院
者
是
也
、
舍
利
殿
，北
有
夭
鏡
開
、 

復
道
與
舍
利
殿
相
通
往
來
者
。
似
步
、
處
閣
北
有
嚴 

、殿
、
々
今
則
瘾
矣
、
閣
內
南
挪
方
す
閣
而
去
歲 

囘
祿
爲
灰
爐
、
可
惜！
^

會
處
废
北
山
上
、
有
看 1 $

 

亭
、
爲
安
七
佛
樂®
像

、
々
今
S

法

水

院

背》

則

d 7

.宠焉
云

、々

.

大
内
義
弘
の
叛
死
は
應
水
六
年

(

千
三
百
九
十
九
年) 

に

し

て

義

滿

在

世

の

牌

な

-
^
。

さ

れ

ぱ

此

新

第

は

恐

く
 

北
山
の
金
闇
寺
に
し
て
其
土
木
の
費
に
ウ
い
て
の
論
な 

6

0

今m

現
存
せ
る
金
閣
寺
のi

部
，，

V

以
て
當
蹄
の
豪 

奢
と
云
ふ
？
知

れ

ダ
'
の
と
阜
斷
す
る
人
；

5
P

あ
6

。

i

 

お
あ
る
の
は
今
日
の
こ
る
の
は
泉
殿
ル
離
座 

の
ダ
の
故
之
を
以
て
斷
ん
ホ
ぺ
か
ら
す
"
^
當
蹄
の
記
事 

を

ズ

之

を

®
す
る
ダ
の
あ
れ
と
ぢ
要
す
る
に
水
掛 

瑜
な
6

。
若
し
金
閣
寺
建
立.
の
®

用

を

；白

^

^

ょ

假

定
 

す
れ
ぱ
當
糖
物
價
中
米
償
の'如
，き
明
か
な
る
ダ
の
：̂
あ 

れ
ぱ
其
生
活
©

度
を
推
量
し
、

：

諸
物
價
と
の
關
係
を
考 

ふ
れ
ぱ
此
土$
,

が
粟
し
ャ
と
れ
だ
け
の
大

H

事
を
起 

し
得
る
を
想
ま
す
る
を
得
べ
し
。
か
く
W

的
判
斷
を 

加
へ
ズ
こ
そ
金
閣
寺
の
眞
相
ぢ
知
れ
、
或
は
支
那
流
の 

誇
大
思
想
を
以
て
起
し
お
る
形
赛
の
大
製
殺
な
る
程
度 

だ
知
ん
得
べ
し
と
信
ホ
。
本
記
事
大
體
な
が
ら
費
用
の
，
 

1

端

を

竊

ふ

を

、
得

べ

く

0 

.室

町

慕

庇

財

政

の

危

期

と

.
諸 

.

雜

錄
-

‘
I 

~

,

侯
の
K

係
を
ダ
見
る
ぺ
ぐ
、
我
戦
爭
史
ダ
亦
經
濟
上
ょ 

6

ダ
之
を
說
明
し
得
る
一
例i

ダ
見
る
べ
し
。
堂
の，
‘̂

 

置
構
造
の
記
事
を
あ
げ
お
る
は
此
費
须
を
以
て
起
し
得 

お
る
殿
堂
伽
藍
の
规
模
を
想
像
せ
じ
む
る
爲
め
に
し
て 

室
W

幕
府
財
政.

$

研
究
に
は
必
要
の
記
事
な-CS

O
 

寶
德
W
年
壬
子

，

，

因
月
七r

n

早
赴
攝
州
湯̂

。
有
温
泉
記
、
#

甸
等 

長
文
略
之
。
十一

m

凡
入
湯
、廣
日
、
入
湯
不
入
湯
、
 

盖
戒
多
俗
也
、
予
續
以
七
事
、
遂
演
作
八
首
、
每 

首
四
句
五
字
、名
之
日
湯
店
舍
八
新
、
、中
略
山
中
不 

ニ
其
價
者
三
物
"

薪
5

、
酒

1

升
、
木

履一

0 

皆
不
過
八
錢、

, 

.

十
八m

上

略
凡
山
中
嘲
者
、
每

日j

人

、
.
巡

湯
 

客
各
室
：
求
ニ
錢
、購
之
番
乞
食
、
襄S

背
救
路 

,

傍
病
人
之
請
也
、
义
商
客
入
山
、
手
提
篮
子
、
未 

晋
有
f

實
者
、
此
ホ
®
.

千
行
#

杖
g

t

云
、 

三
月
K

日(

長
祿
三
年
献
}

喚
撒
端
行
者
來
、
刹
髮
之
次
、
予
問
、
六
労
堂
施

•
• 

ニ1

六
三

I
I
I

I
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行
之
來
由
、
喘
日
顾
呵
彌.日
干
公
方
、望
救
餓
人
、 

‘
公
方
出
百
贯
文
爲
助
、就
六
角
堂
南
大
慈
院
北
、造 

假
屋
者
百
ニ
間
。
制
三HI

先
可
施
粥
、
其
後
築
養 

*耳
、
每

H八
千
人
之
設
也
。.顾
阿
彌
雜
紫
人
也
、
‘ 

先
是
架
四
條
偷
、.，、去
年
又
施
；&贯
爲
南
.禪
雨
造
倘 

,
殿
之
助
、
如
此
善
利
多
々
、.匪
®
今
施
餓
人
。能
成 

粮
波
羅
密
者
、
其
名
日
顾
、同
波
羅
密
亦®
就
焉
、 

颜
不
僮
平
、
瑞
X
日
當
職
多
我
出
堂
守
0
先
是
督 

.
公
麻
役
歸
骑
、
衡
頭
聞
呼
呼
藤
、
問
之
則
男
子
好 

衣
裳
佩
金
被
刀
者
三
人
、奪

g
人
衣
服
者
、卽
提
三 

人
諫
之
、
以
奪
餓
人
衣
服
、
比.之
顾
阿
彌
、
則
相 

.
去
九
牛
を
。
此
三
男
子
グ
住
京
都
之

A
こ
食
中
、
，爲 

首

也

、
，
云
云。.

酒

薪
、
木
履
等
の
僻
地
山
村
の
物
價
の
，，
一
端
を
知
.る 

ベ
く
、
施
行
は
日
々
八
千
人i

は
其
數
頗
る
多
し
、
こ 

れ
は
貧
民
救
肋
.

V 」

主
な
る
目
的
i
せ
る
か
、
將
又
當
W 

下
層
良
の
救
濟
よ
6
ダ
救
濟
な
る
槪
念
に
fiき
を
置
く 

救
濟
其
者
に
功
德
あ
ろ
と
の
迷
信
に
基
き
社
會
は
實
银

元
德
元
年
四
月
十
七ta  (

千
三
百
ニ
ー
十
年)

記
錄
所 

：：，'

洛
中
米
穀
和
市
事
、

右
米
穀
者
民
之
天
國
之
本
也
、
頃
年
豐
饒
之
所
近 

0

狗
市
之
不
定
有
衆
庶
力
之
飢
®
云
云
お
不
可
然 

所
所
®

新
穀
出
親
之
程
任
安
之
例
宣
！

i
n
i

一
 

斗 

宛
錢
}m

义
可
交
具
也
、
今
度
之
此
難.不
可
淮
弘
安 

.
例
以
寬
宵
之
儀
如
此
所
可
敎
定
下
也
於
違
犯
之
輩 

者
可
有
厳
狱
儀
也(

嚴
密
沙
泳
者
ィ)

元
德
ニ
年
五
月
二
十
一.

日
..

六
月 

y

沾
酒
事
任
宣
下
狀
可
邀
行
之
由
冗

4̂

下
知
給
之 

旨

天

氣

示

候

也

仍

執

達

如

件

：
：

六m
；：

九

日

.
，.
左
中
⑩
光
顯
參 

別
當
殿
私
云1

條
宰
相
置
，，

元
德
ニ
年
六
月
丸
日 

、

宣
旨
：
 

•

„ 

' .雜

で

錄

’

■ 

' 

: 

ニ1

六
四
：

さ
ま
や
*

を
要
せ
ヤV
る
に
施
行
i

云

稱

に

捉

は

ル
 

<

し
お
る
か
こ
れ
亦
碑
究
を
要
す
る
な
ん
。

S

食
な
る
ダ
の
は
奈
良
平
安
朝
よ6
あ
6

て

敢

を
 

し
む
に
足
ら
すi

雖
ダ
彼
等
不
良
の
徒
は
土
一
 

揉
な
と 

と
®

^

P
v

て
社
會
の
秩
序
を
棄
し
お
る
所
ダ
あi

。

S
 

食
之
首
云
々
よ
6

見
’ル

ぱ

は

孤

立

的

の

％
の
、
み 

な
ら
す
し
て
一.f
fl
を
な
し
、
之
が
主
長
あ
る
所
よ6
大 

に
當
糖
の
社
會
組
織
の
一
端
を
知
る
を
得
べ
く
此
植
の

研
究
に
冷
淡
な
る
我
史
界
に
は
面
白
き
參
考
史
料
な

A/
0

東
寺
執
行m

記
。

寺
家
の
，記
錄
ホ
最
ダ
重
要
な
る
ダ
の
な
6

。
康
寺
百 

合
文
書
は
交
書i

し
て
奈
良
朝
以
後
の
ダ
の
は
正
倉
院 

の
ス
の
と
比
ず
ベ
く
殊
に
鎌
倉
以
後
に
至
つ
て
は
經
濟 

史
料
ゆ
第1

U

位
す
る
ダ
の
な
るダ
此
文
書
を
有
す
る 

.

東
寺
の
日
記
な
れ
ぱ
甚
だ
'正
確
に
し
て
然
經
濟
に
菲 

常
に
重
き
を
置
け
る
ダ
の
な6

。
全
卷
通
讀
す
る
の
期 

を
滞
ホ
唯
卷
首
數
卷
を
紹
介
す
る
にi 
f

る
む
事
と
せ

近
0

京
洛
俗
偏
利
潤
杜
康
之
業
頗
以
繁
多
、穀
償 

騰
踏
之
間
被
其
法
爱
酒
爐
交
易
之
所
追
彼
淮
據 

以
米
穀
上
巢
宛
酒
酸
‘一
附
单
守
厳
刷
承
勿
違
亂
、 

叶
一
日
纖
八
頭
左
中
辨
藤
原
光
顯
黎 

址
間
依
飢
®
米
穀
商
人
以
外
狗
市
高
云
云
仍
躺
職 

，と
しV

去

月

，

被
：；

定

其

法

以

娘

米

穀

不

淑

現

、
商 

人
又
不
出
之
者
也
、
仍
彌
世
間
飢a
無
極
之
間
今 

日
ニ
條
町
東
®
市

を

被

立S

や
公
方
沙
汰
也
五 

-

十
條
間
云
々
此S  S

や

へ
商
人
を
被
召
て
實
賈
者 

ら

る 
也
然
間
緒
人
成
喜
悅
之
思
を群
集

し

て
 

誠
如
市
也
。

此
文
の
解
說
と
だ
見
る
ベ
き
は
本
誌
第
六
卷
第
三
號 

に

詳

力

に

の

せ

人

爲

的

'の
穀
物
騰
貴
に
對
す
る 

取
綺
のj

種
に
し
て
妙
法
寺
々
記
の
物
償.論
を
#
者
す 

れ
ほ
頗
る
興
味
あ
ん
信
す
。

喜

，三
年

四
月
七
日，

'

當
蹄
大H

職
問
事
、
 

<

三
六
五
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を
於
寺
家
想
大H

者
國
康
不
帶
根
本
相
續
么
支
證 

之
處
去
曆
應
中
泉®

寺
大
勸
继
泰
行
タ
}蹄
任
維 

.

意
敎
M

造

沙

汝

號

相

是

非

書

與

悠

大H

職 

、
補
任
狀
於
國
康̂

之
條
前
代
未̂

i

行
事
不 

可
說
次
第
也
、
凡
勸
進
者
偏
主
造
營
方
奉
行
之
評 

也
、
何
爲
‘

一
旦
勸
進
舉
行
之
身
可
計
離
若
家
進

i
:

 

公
人
.

以
下
所
職
哉
、€
2

1

池
寺
未
聞
其
例
旦
代
代 

大
勸
進
E

不
及
姓
此
沙
汰
之
處
始
而
照
非
例
之
條 

爲
寺
爲
職
4
<

可
1

^
^
然

所

餘

當

寺

番

匠

锻

冶

大

郷

師

,

凝
差
以
下
職
人
等
爲
長
者
進
此
別
當
勸
行
代
代® 

任
乏
往
古
：流
例
；

^
背45?

家
法
度
致
®
南
之
沙
沈 

之
上
者
國
康
所
®
勸
進
奉
、撒
狀
等
更
非
沙
沙
汰
え 

.

限
、
然
者
早
被
停
§

康
跟
分
之
競
望
所
及

一
一
 

寺
之
群
□
也
不
遣
先
規
之
機
欲
被
經
御
沙
泳
矣
。
.

永

摩

■十
ー
ガ 

番

匠

大

工

響
：
®
 
猛I

ま
败 

壁-KH  

-

.
馬一

疋
人
數
+
人 

銀
冶
大H

宗

繼

•.馬
，
一
足
人
數
數
十
人
評

缺
け
る
ダ
の
あ
る
か
の
研
梵
に
多
少
の
暗
示V.,與
ふ
る 

だ
の
な
6
。
祿
物
は
今
日
の
給
料
と
同
種
類
の
な
な 

る
か
寺
家
の
保
®
は1

定
の
職
人
に
向
ウ
て
與
ふ
る？

P  

の
な
6
と
せ
ぱ
祿
物
は
緣
料
メ
云
ふ
よ
ん
寧
譽
の 

給
ひ
物
.と
見
る
、が
正
當
な
る
ベく

。
☆
代
部
曲
に
屬
す 

る
職
人
は
其
職
に
從
事
す
る
ダ
其
支
錄
の
如
き
は
當
事 

者
の
任
意
者
に
し
て
被
廣
人
と
云
ふ
よ
獨
立
©
由
な 

き
細
に
於
て
解
放
せ
ら
れ

4̂
〜

見
る

'
正

當

な

‘
る

ぺ 

し
。
寺
家
附
腐
の
大
工
の
如
き
は
部
曲
制
度
の
發
達
せ 

る
だ
の
に
し
て
寺
家
附
屬
の
職
人
に
し
て
譜
代
寺
家
に 

觸
す
る
と
共
に
鈴
料
其
他
に
つ

S

て
偷
料
の
如
き
相
互 

の
契
約
に
あ
ら
す
し
て
其
與^̂か
る
ま〜

に
安
ん
せfij

る 

ベ
わ
ら
ざ
る
が
如
く
《
見
ゆ
。
此
種
の
癖
梵
に
對
し
て 

全
く
碑
外
九
の.'發
表

せ

ら
れ
た
る
？
の
な
き
如
し
、
'片

 々

の
記
錄
お
る
ぢ
將
觉
者
に
と6
て
t
t大
に
必
要
な6
?.  

齋
藤
基
恒
旧
記 

永

^
^~̂ニ
年(

西
暦
千®
百

四

十

年

)

よ

，
り
康
正
一
二 

年
に
至
る
日
記
な
6
。
足
利
將
軍
義
敎
の
孰
事
代
と
な

' 

ニ1

六
六

同
八
年
六
月
+
三

日

.

日
來
大H

國
吉
ッ
シ
ャ一

千
餘
賞
注
進
之

七
月
九.m  

'
.

大H

相
論
舊
記
目
安
二
通'

.十
月
十
！
日

東
寺
悠
大
H

B

吉

馬

I

一
 

足
給
之

三

®
五

郎

國

房

引

頭

。
馬
一
足
給
之

眞

勝

次

郞

國

守

長r

ル
船
之

春
松
大
工
：

S
大，H

n

ハ

代

ぜ

疋

給

之.

飛

B
E
‘は
平
安
朝
に
於
て
最
ダ
有
名
な6し
な
6
。 

良
材
產
地
の
飛
驟
は
多
く
の
大

H

を
出
す
ダ
怪
し
む 

足
ら
卞
と
雖
ダ
分
業
の
發
達
よ6
み
れ
ぱ
頗
ふ
研
究
に 

値
す
る
な
ろ
。.寺
家
はj

方
よ
6
云
へ
ぱ
經
濟
の
'一
中 

心
お
る
諸
侯
大
あ
に
比
す
べ
き
あ6
。
此
等
の
職
業
上 

'代
中
世
に
於V

世
襲
せ
ら
る
は
自
然
な
る
が
此
等
職 

人
の
連
は
弧
立
的
の
ダ
の
な
る

£

組
仓
と
ま
や
行
か 

feネ
ー
走
®
綺
人
の
保
護
を
ぅ
け
て
其
行
動
の
自
由
を

m

ん
内
評
定
衆
を
名
兼
ね
お
る
故
準
當
局
者
め

tn

記
と
？ 

見
る
ベ
く
記
事
頗
る
正
確
な
6
。
域
記
物
語
は其

：#i

質 

上

記

事

の

確

な

る

能

，は

き

る

當

然

の

事

に

し

て

怪 

し
む
に
足
ら
す
と
雖
ダ
之
を
み
る
に
當6
で
戦$15 ?,

の
記 

事
不
正
確
な
6 -.9P

政
治
め
記
事
評
瑜
は
案
外
正
確
な 

る
事
の
6

,

0

此
等S

軍
記
物
語
本
來
の
性
賞
目
的
ょ6
 

云
べ
ぱ
毫
ダ
怪
し
む
に
'足
ら
す
i
雖
洛
史
實
と
功
ポ
話 

、
の
浪
交
を
判
斷
す
る
に
は
日
記
は
最
ダ
其
正
確
の
度
を 

比
較
ず
べ
き
標
準
と
な
る
ぺ
さ
な6
。
此
日
記
は
政
洽 

の
當
局
な
ろ
だ
け
に
實
際
の
政
治
の

I  
夢
を
見
る
べ
き 

從
來
我
國
史
の
政
治
.に
對
す
る
將
诡
»重
i
し
て
官
名 

職
名
の
解
釋
に
と

ま̂

-̂
實
際
の
運
用
は
却
つ
て
等® 

に
附
せ
ら
れ
唯
儘Sr

に
祖
桃
の
徵
收
高
な
と
を
記
す
る' 

に
過
ぎ
*
。
此
書
は
室
町
慕
府
れ
財
政
を
侧
而
ょ
ん
ま 

明

i. ノ。
殊
に
室
町
時
代
中
期
に
於
け
る
都
麻
と
し
て
京 

都
を
將
梵
す
る
好
材
料
な 

酒
屋
以
下
京
都
諸
商
人
に
つ
い
ズ
は
。
,

，
嘉

吉

ニ

年

(

千

0
百
四
十
ニ
年

)

二
月

. 

ニ1

六
七 

< 

.

^
.
.
r(、
一

...
-.
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11
53

軸 

'

，
錄

'1
。
洛
中
裕
外®
崖

、.政
所
寄
人
分
手

I

能
向
注
之
、 

去
年
ぐ
政
以
来
軸
錢
方
減
少
之
間
、
如
此
、注
立
、

以
政
除
一
衆
中
治
附
ま
政
齋
上
熙
甚
墓
®
以
下 

*
政
所
二
人
遣
来
#
相
觸
之
、役
之
®
到
來
之
蹄
、
. 

加下書於道狀納御倉後

)

則御倉
請取持
 

參
候<n

黯
了

。
. 

,

文
安
四
年
三
ぜ
二
日
：
 

.

納
錢
方
會
所
-
就
被
定
置
、
河
村！}̂部
房

、
0
0 

崖一

宇
別
三
十
疋
相
職
之
、
以
上
百
疋
餘
在
之
、
 

貴
政
熙
基
甚
恒
成
泰
書
,
付

.
^
^
、

，

.

,

.
 

义
安
六
年
®
月1

一
日(

千
四
百
四
十
九
年)

酒
屋
土
倉
織
#
赠
屋
等
役
®
等
就
催
促
、
S
R 

下
書
御
翁

®
并
備
後
入
道
納
之
。

此
時
代
の
京
都
に
於
け
る
酒
屋
の
將
究
に
關
す
る
史

.  

料
殊
に
爽
京
が
酒
鲍
製
造
の
將
«
を
得
お
る
に
對
し
西 

京
に
新
酒
屋
の
出
'̂
お
る
を
：

g

害
せ
ん
i
せ
し
史
實
を
，
 

紹
介
せ
し
が
本
書
は
格
中
の
酒
屋
に
働
す
る
幕
®
の
課 

桃
高
及
之
が
徵
收
法
に
對
し
て}確
な
る
ま
料
を
示
女」

一
、

洛
外
、
仰
旗
主
所
軸
、
レ

’

親
某
：邀
、
治
阿
刷
通
國
道
備
所0
^

堀

.川
-與
 ̂

小

路

之

間

©
四
月
三
日
至
六
日
注
之
、
洛 

中
八
手
別
之
、
以
上
十
六
人

.
1

、
悠
泰
行
爲
濃
禪
之
處
、半

V

被
仰
付
®
總
爲
數
。

植
別
錢
に
關
す
る
史
料
及
文
書
®

る
多
け
れ
と 

都
市
內
に
於
け
る
實
例
殊S
.
.S
の
記
事
と
し
て
は 

重
婴
の
ダ
の
に
し
て
泰
行
及
悠
泰
行
等

. ；；

官
制
等
，

P

間 

接
に
知
る
を
得
べ
く
0 ::

且

つ

此

租

桃

が

臨

時

.い
課
桃
に 

し
て
洛
中
洛
外
に
及
び
戸
數
每
に
に
課
し
お
る
？ 

の
な
る
を
知
る
べ
く
。
お
V此
税
は
武
士
：̂
免
桃
に
し 

て
附
人
百
姓
に
の
み
，Pし
お
る
か
の
如
く
思
は
る
。
こ 

れ
に
對
す
る
正
確
な
る
研
究
の
發
表
せ
ら
れ

f-y

る
今
日 

に
は
注
目
す
ぺ
含
記
事
な
ろ
と
云
ネ
ベ
し
。

永
享
十
三
年
辛
酉
改
嘉
言、
：

.

.

関
九
！
^

夭
下
一
同
德
政
被
行
之
、.政
所

*
#
壁
書
了
、
仍 

諸
土
倉
質
物
等
貴
取
之
間
、
細
錢
忽
停
ル.了
。

雜 

0 

, 

;

,
 

三
七
八

る
ダ
の
に
し
て
味
附
な
と
：大
正
の
今
日
尙
地
方

に

於
て 

は
自
家
用
料
分
を
手
製
す

'る
所
多
き
；
に

味
赠
屋
な
る
商 

賣
の
獨
立
し
存
せ
'る
を
知
る
を
得
ぺ

く

ま

お
殊
に1  

丁商 

に
對
し
て
坐
座
か
.如
何
に
分
業
發
達
せ
る
か
の
徑
路
の 

1

部
分
を
知

る
を
得
べ

-し
。

嘉

吉

"
年
関
六
月 

洛

*
棟
別
十
疋
充
被
*
之
、
右
擎
方
老
若
相
分
堅 

少

路

。
：
れ

身

相

向

取

所

屈

、
以
若
黨
柱
之
、
要 

脚
所
納
所
事
町
々
奉
行
與
、ポ
祥
眞
妙
通
等
加
判
、 

納
御
倉
了 

a 

康

正
ニ
ギ0
月
ニ in

爲

造

i
s
、
洛
中
路
外
棟
別
被
相
懸
之
、
泰 

行

®
總

禪

常

息

布

野

具

甚

.

一
、
右
®

方
老
若
於
管
®

 I
I

外
a

子
分
之
、
各
ニ
. 

人
町
別
侍
所
被
官
人4

人

召

具

之

"

於

町

々

注

植
 

.

數

了

。

便
{
A

在

所

恥{估

ゅ

也

。

一
、

一
字
百
X
細
之
彼
送
狀
ニ
、
町
別
奉
行
與
濃
禪 

布
野
列
加
判
細
御
倉、

,

文
安
三
年
丙
寅lij

月 

、
 

一
、
洛
中
同
錢
屋
注
之
、
政
於
寄
多
分
行
向
了
、

ニ一

月
二
日
. 

—
1

、
洛
中
洛
外
、
號
日
錢
屋
隱
取
質
之
間
、以
寄
人
手 

分
賞
物
員
數
注
之
彼
本
錢
十
分
一
被
付
軸
錢
方
、 

基
恒
資
政
艘
基
以
三
判
納
御
倉了
、

享
德
三
年
甲
戌
十
月

.1

、
土一

挨
亂
入
贡
中
、
譜
士
倉
質
物
等
悉
實
取
之
、

一
、
於
諸
借
錢
者
、
以
十
分

j.

被
付
納
载
方
、

I

、
靡
行
右
輩
®
總
爲
數
、
同
加
判
@
人
處
墓
、
，

一
、
借
截
弃
破
十
分j

.
講

文

え
、

■,

條
々
壁
書
政
所
押
之
.。

享
德
四
年
乙
亥
十1

ガ

1

、
去
年
德
政
之
雕
借
錢
十
分

j

事
、
爲
頭
赋
寄
' 

人
来
書
以
下
成
之
、

一
、
#

錢
方
、
堤
右
寂
亮
有
家
爲
併
勢
守
ま親
代
存
，
 

知
之
、
 

.

1

、
錢
主
借
主
共
#
給
奉
書
各
寄
人
調
之
、
頭
人
：加

/ 

. 

H
六
九

I
i



m

錄

. c, 

J-

^

、

判
、
各
^

^
®

判
事
不
知
子
軸
、.孰

以

下
！
^

^
 

故
戴
、
不
可
説
之
、
：
.

1

、
十

分一

事
自
是
以
後
爲
五
分
，

j

被
付
#
錢
方
了 

此
時
條
々
於
政
所
内
談
在
之
、
爲
數
被
相
除
之
、

. 

自
此
時
政
所
奏
者
墙
左
亮
行A

也
>

:

德
政
に
關
す
る
史
料
の‘五
六
は
前
號
に
1
し
お

6 

i
雖
グ
單
に
下
層
民
^
^
會

運

動

を
重
と
し

お
る.P

の 

な
る
が
前
記£

史
料
は
信
用
經
濟
力
發達
に
連
關
し
て 

見
る
ベ
き
ダ
の
にし
て
®

偕
の
關
係
ヶJ
明
か
に
せ
6
0 

日
錢
屋
の
如
き
記
事
に
よ
れ
ぱ
二
種
の
質
屋
な
れ
と
グ 

,p

桃
を
免
れ
ん
が
爲
め
の將
殊
の
方
法
を
以
て
營
み
來 

れ
.る
だ
の
が
發
見
せ
ら
れ
質
屋

〜

-同
一
視
せ
ら
れ
お
る，

‘如
し
，。
德
政
一
摸
は
德
政
に
連
關
し
て
暴
起
せ
る
一
摸 

な
ん
ダ
元
来
德
政
な
る
？
の
は
暴
政
の

1

•例
'に
は
®
違
、
 

な
き5P

信
用
經
癖
發
逵
し
来
れ
る
當#
架
い
て
慶
長
W 

代
の
史
家
が
記
す
る
如く
债
務
全
部
を
無
勁
と
せ
る
ダ 

の
か
、
或
は
利
子
を
免
せ
る

7^

の
か
0

,或は
元
金
の
幾 

分
を
免
せ
る
？

P

の
か
注
意
し
て
將
梵
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
卞

,

\ 

m

七 0

此
記
事
の
意
味
頗
ム
不
明
の
所
多
き

7
9

之
が
解
決
に 

.
は
缺
く
ぺ
か
ら
ざ.る
史
料
な
-CX。

.  

•

同
十
二
日

一
、

河

上

諸

關

過

書

一

方

玄

，
：
！
承̂
之
、
性
通
次
也
、

一
方
濃
禪
、

,

渡
河
及
闘
所
に
關
す
る
記
織
は
此
腊
代
に
珍
し
か
ら 

ざ
る
，

P

の
に
し
て
此
記
：事
ダ
亦
一
例
な6

。
諸
侯
の
'對 

立
或
は
春
傲
の
關
係
等
其
支

g

県

域

明

瞭

と

な

互
 

に
其
牧
人
を
競
ふ
如
：き#

建
制
のj

部
を
説
明
せ
る.

％ 

の
-̂
.
見
る
べ
し
。

東
大
寺法

#
!?

II ;
#
、

~

I

告
院
を
中>5

i

し

て

の
經
濟
史
研
密
は
最.P

與
味
を 

く
ダ
の
な
れ
ど
ダ
寺
®
に
關
す
る
將
究
の
發
ま

せ

ら
 

れ
ざ
る
令
日
之
に
骤
し
て
は
想
像
す
る
外
な
し
。
西
洋 

史
家
の
多
く
ぱig

l#
:

に
於
け
る
寺
院
研
梵
を
を
の
ま
、 

我
國

~レあて
は

；

g:o

寺
院
都
市
な
と
の
槪
念
足
/て
 

之
を
あ
て
あ
極
端
な
る
誤
譲
多
き
平
行
說
の
み
に
し 

て

想
像

i云
を

よ

6

は
類
推
否
夢
想
レ

過
ぎ
ず
る

の

K

56

あ

6.0此
記
は
^
經

溝

に

關

す

る

，一
面
を
見
る
べ
き

、绝
の
に
し
て
關
所
の
將
究
に
は
！
寸
注
目
を
引
く
だ
の 

>
^

6

0

長
祿
四
年
康
廣
分
、

(

千
四
百
六
十
年y

,  

一
 

兵
庵
北
關
、‘東
大
寺
べ
寄
附
事
®
慶
ョ
リ
始
ル
、
十

ヶ
メ

ノ
御
顾
料
所
也
、
□
冬
關
過
書
ノ
須
/
特
此
サ
グ
ア 

リ
、

寬W

四

癸

宋

.

ニ
、
十

二
月

十

二

日
！！

兩

昔
m
門
也
、
兵
庸
關
舟
共-  

盜
チ
ト
ホ
ルn

ョ
テ
管
®
細
河
殿
ヲ
訴
詔
也
0 

關
所
桃
の
寺
院
收
入
のダ
の
と
し
て
は
取
大
寺
の
英
. 

靡
に
於
け
る
；
^

^
£

最
有
名
なC

V、

續
南
行
雜
錄
同
年
同 

月
！1+1

一
日
の
記
事
、W
新
之
專
御
動
座
、兵
庫
關
所
落 

航
事
也
と
。
此
兩
史
料
を
☆
せ
者ふ
れ
ぱ
兵
庫
に
淚

泊

\  

せ
ん
と
す
る
船
は
關
桃
を
免
れ
ズ
逃
作
去
る
こ
と
柬
大j  

寺
に
於
て
不
服
，に
思
ひ
、
殊
に
攝
律

守
®

犯
る
細
河

氏*  

の
取
婦
の
緩
し
と
て
例
の

S

與
を
ふ

6
て
斯
訟
し
お
る

な

6
0細
川
氏
'は‘亦
大
名
と
し
て
此
關
桃
を
嚴
せ
んi

. 

„ 

.

.- 

.

0
.
 

: 

0

.

し
た
る
事
實
に
照
せ
ぱ
關
桃
め
牧
入
者
お
る
東
大
寺
i

 

自
己
の
ぎ
よ
'
^

牧
入
を
得
ん
と
甚
心
す
ム
絲
川
衡
突.
 

は
當
然
.

の
事
に
し
て
寺
院
と
太
名i

の
關
係
と
の
-
}
端 

を
却
る
に
可
な
り
。
.

其
他
文
永
頃
に
越
前®

に
；̂
同
寺 

の
.
旗
掌

P

る
關
所
の
記
事
ダ
あ6

、

應
仁
ニ
年

一
、

ミ
セ
グ
シ/事
、

此
五
六
年
ト
ヵ
グ
地
下
人
#
チ
サ
タ
セ
ズ
無
力
ア 

ア
リ
他
寺
ノ
沙
.汝
衆
、
刷
戶
殿
へ
ま
チ
仕
丁
シ

n  

ヤ
ヲ
ン
へ
テ
、
十
月
十
三U 
ニ
蹄
ノ
酒
十
六
文
ツ 

ッ
取
ナ
リ
、
合j

貫
七
十
文
ア
リ
、
當
年
！

£

ム
出
サ 

.
メ
所
家
四
間
ア
リ
又
二
十
日
去
年
分
取
リ
、
五 

四
十
分
取
舉
神
戸
殿
'へ
禮
錢一

貫
文
、
仕
方
シ 

n

屋
へ
' 二
百
文
其
後
神
上
卿
！

一

年
分
四
百
文
サ
タ

Nv  
リ

、 

-
,

.
應
仁
三
年

正HI ：

十
八
日
當
港
嚴
徒
§
ト1

ア
、
公
人
□
室
邊 

11

テ
成
清
、
十
，文
字
屋
ヲ
殺
害
ス
、
九
世

f
、

ニ1

七1

-1)

i

I
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挪

.

同
二
十
六
日
ハ
古
市G

支
ア
リ
、
千
七
百
人
.ト
云 

云

、
，
五
百
賞
ま
取
リ
シ
ハ
丹
後
庄
地
.下

ノ

堂

へ

ト 

レ
リ
、
賈
ニ
ハ
百
五
十
六
，人
キ
ダ
リ
，ト
云
 々

文
明
ニ
年

六
月
十
三
日
、
大
佛
御
飼
用
ト
チ
、
寺
中
寺
外
棟 

別

□
十
文
、.

人
別一
文
グ
、
出
了
、
堂
方
分
ハ
年 

預

0
□
収
入
テ
、
取
？̂
ツ
メ
テ
•遣
了
>
法
花
堂
之 

.
分

、
'

香
家
か
.
®
立
し
て
一
種
の
大
名
然
お
る
有
犧
を
見
る 

,

べ
き
ダ
の
に
し
て
香
院
'が
其
管
轄
地
内
に
住
ず
る
家
屋 

よ

6棟
別
錢
を
徵
收
す
る
な
と
寺
院
經
濟
の
研
究
に
參

frb

な

、

.

足
利
季
世
記

k
家
物
語
と
し
て
は
經
濟
に
關
す
る
記
事
殊
に
多
し 

戦
に
關
す
る
功
名
談
な
と
は
誤
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あ
る
檢
な
れ
と
經
濟 

に
關
す
るT̂p

の
は
傷
作
の
必
要
な
き
を
以
て
信
す
る
に 

足
る
。
北
條
九
代
記
慶
度
見
間
集
は
信
す
ベ
か
ら
さ
る 

g

多
け
れ
と
；̂

經
濟
に
關
し
て
は
正
直
に

記
載
し
お
る

67

ナ
ヤ
ト
云
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ル
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ナ
ャ
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妻
ノ
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力
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ヶ
ル
怒
妻
ア
リ
グ
リ
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カ
ノ
忍

K

奥
ほ
ヲ 

ダ
タ
グ
ト
思
ヒ
木
澤
ヲ
引
入
タ
ル
、
树
テ
木
潭
も 

ア
リ
サ
マ
ヲ
見
テ
モ
ク
シ
ヶ

.ル
、ノ

、
我
バ
此
屋
，
 

主
ト
知
人
ナ
リ
ヤ
が
チ
高
麗
：

m

リ
歸
ラ
バ
此
由
ヲ 

ホ
ス
ぺ
シ
ト
云

b

ヶ
レ
バ
主
ノ
女
房
手
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テ
ヤ 

ゼ
ナ
ヶ
キ '1

フ
金

銀
ヲ
轉
來
テ
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>/\ナ
ダ
メ
力
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へ
シ
ヶ
レ
ド
モ
金
灘
ヲ
ノ
ト
ラ

’ズ
シ
チ
昧
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ア
リ

シ
笛
ヲ
取
リ
テ
歸
リ
ヶ
リ
、
程
へ
、テ
ナ
ヤ
高
麗
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リ
カ
へ
ル
べ
キ

m

シ
先
立
デ
审
來
ル
家
，中
播
地
レ
ノ 

グ
.ル
ニ
力
ノ
ナ
ヤ
ガ
秘
聽
シ
ヶ
ル
笛

-不
E

不
思
議 

二
思
ヒ
カ
レ
、是
ト
尋
ヶ

ル
、或
ル
女
ホ
や

ィ

ツ

,,グ 

ヤ
ノ
夜
ノ
男

r
r

ゾ
笛
ヲ
懷
中
シ
ケ
ル
★
ト
テ

カ

ノ 

努
ヲ
委
グ

®

ヶ
レ
パ
木
澤
カ
モ

‘ト

！！

館

ア

リ
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木
 

澤
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、ノ
是
非
共

n

此
ノ
事
ナ
ヤ

n

ポ
ス
ペ
シ
、
第

ヲ
セ
ウ

n

 

ニ
ス
べ
シ
ト
劳
、
カ
ノ
女
ノ
父
べ
ニ
ヤ

.
 

ト

云

モ

ノ

楚

ヲ

キ

、
、
0

ダ
モ
ト
ニ
來
リ
吾
が

三
七
ニ

W
分
多
し
。
是
ル
個
人
の
褒
贬
に
画
す
る
記
事
は
暮
者 

の
主
觀
の
.加
は
ん
ダ
の
多
き
ダ
社
會
の
歌
態
に
つ
い
て 

は

製

作

年

代さ
八
近
け

i

ぱ
時
代
思
想
は
割
<
ロ
に
正
確 

に
表
現
せ
ら
る

 >

'を
常
-

0

す

？

明
應
ニ
年
七
月
頃
の
記
事 

皇
山
愿
州
.
缩
子
尙
慶
ハ
大
和
ノ
奥
郡
モ
カ
ク
レ 

チ‘，オ

、ノ

シ
ヶ
ル
.カ
ノ
得

本

澤卜
云
モ
ノ
有
尾

州
生 

害
ノ
後
如
何
ニ
そ
シ
テ
主
ノ
本
意
ヲ
達
シ
尙
慶
ヲ 

一一

度

河

内X
返
シ
人
パ
ヤ
ト

骨

ス
ィ

n

微
シ
テ
©
 

ヒ
ヶ
ル
、
其
士
 §  

通
ジ
グ

ン
和
廣ノ
境
：ふ
落
行
ア 

牛
人

n

成
チ
日
ヲ
送
リ
ケ
ル
、
或
蹄
大
雪
降
シ
將 

ナ
ヤ
ト
云
ア
キ
人
ノ
 

ヲ
ト
ヲ
リ
ケ
ル
ニ

夜

ィ

タ 

グ
フ
ケ
テ
後

ir

ア
シ
タ
！一

雪
ノ
ツ
キ
ケ
ル
ヲ
名
屋 

ダ
小
門
ノ
板1

ニ
ア
弗

Vキ
テ
落
シ
ケ
レ 

芦
ヲ
開
チ
謝
ヲ
引
チ
行
，モ
ノ
ア
リ
グ
ラ

.
ク
，ア
ア
ヤ 

'
シ
ケ
レ

バ
昔
モ
セ
X

シ
テ
奥

H

入
ケ
レ
バ
.扉
風

ノ 

.

中H
引
入
チ
後
女
房
二
人
火
ヲ
ト
モ
シ
持
来
リ
テ 

此
男
ヲ
ミ
テ
ア
キ
レ
タ
ル
風
赞

三
へ
タ
リ
、
是
，ハ

難

m

娘

/
命
ヲ
助
ケ
船
へ
館
ヲ
返
シ
鈴
、,
レ
ト
テ
ナ
グ 

キ
中
ス
、''サ
ラ

パ
吾
望
事
ヲ
達
シ
綠
ハ

マ
簡
ヲ
ヵ 

へ
サ
ン
ト

云
、
ベ
ニ
ヤ

答
テ
ホ 

<；
何
ヤ
ヴ

ノ
事
ヲ 

、

モ
背
ア
ジ
ト
誓
言
ス
、
木
澤.甲
シ

ケ

ル

ハ

吾

ハ

敌

皇
山
尾
張
守
/
家
人ナ
リ
、
主
ノ
本
意
プ
達
ン
事

ヲ
評
ル>§

今
二
ア
リ
、
河
内
平
弾
ニ
桃
弁
兵
庫
ア

リ
シ
ヲ
お
タ
ン
ト
思
立
也
。
其
蹄
兵
綴
ナ
グ
シ
テ

不

叶

、
，
其
心
時
必'K

赖
ム
ベ
シ
ト
テ
馆
ヲ
職
脂
屋

H

返
シ
グ

リ
、
其
後
衫
原
齋
藤
丹
下
貴
志
宮
崎
安

見
木
澤
杉
原
遊
佐
河
内
守
ヲ
，郁
卜
.シ
チ
牢
人
衆
ヲ

脳
脂
嵐
ザ
モ
トH

集
メ
案
内
ハ
委
グ
知リ
ケ
レ
，ハ

平
野
へ
夜
打
シ
テ
桃
弁j

邑
ヲ
れ
取
ケ
リ
、
尙
慶

ハ
本
意
ヲ
達
シ
河
内
商
屋

\

安

K
天
皇
，ノ
御
鹿
ナ

リ
シ
ヲ
要
害
.ヨ
ケ
レ
>
ト
テ
城
ヲ
築
キ
立
ラ
レ
タ 

リ

場
所
の
癖
庶
に
つS

て
は
原
博
士
の
史
學
雜
誌
三
浦 

傅
士
の
歷
史
地
理
誌
上
に
有
益
な
る
論
文
發
ま
せ
ら
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お
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ソ
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足
利
季
世
記
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挑
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す
る
史
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缺
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る
ダ
の
な
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記
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け
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せ
る
故t

其
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揚
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せ
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桃
W
の
外
顾
貿
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に
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て
商
人
の
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守
宅
に
起
6
お
る
事
件
、
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商
人
は
多
額
の
物
品
を 

軍
資
と
し
て
提
供
し
お
る
な
と豪
族
大

〜

商
人
と
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關
係

.̂見
る
べ
く
、
商
人
の
地
位1
商
ま
ク
、
諸
大
あ 

,

ダ
商
人
離
れ
て
其
財
政
を
如
：

洛

す
る
能
は
卞
、 

商
人
な
る
新
階
は
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農
民
の

1}
階
の
間
入
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、
以
後
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画
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經
濟
は
大
に
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達
し
お
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騎
動
の
，際
に
は
、

.凡
義
次
ノ
方
ノ
乘

j

萬
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叶
已
難
儀

1
1

及
ビ
ヶ 

ル
ヲ
桃
.ノ
會

<

ロ
衆
ド
モ
色
，タ

R
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萬
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叶
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填
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れ
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来
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な
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あ
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に
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友
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に
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に
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と
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に
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る
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と
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國
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海
外
に
輸
出
せ
ら
れ
お
る
資
本
の
利
子
ね 

内

H
事
業
に
.投
入
せ
ら
れ
、
る
資
本
の

¥

子

ょ

，
り
な
高 

率
に
屈
る
と
は
一
般
に
咸
せ
ら
れ
居
る
所
な
る#

未
だ
之
が
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お
る
♦
實
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し
お
る
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の
あ
る
を
見
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旣
發
表
せ
ら
れ
お
る
、
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の
投
資
の
記
錄
に 

就
て
將
究
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得
お
る
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果
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述
ぺ
む
。
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資
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總
額
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全
一
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頗
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す

る

以
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於
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於
け
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資
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狀
況
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し
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、
ジT

i
l
l

デ
、
ペ
ィ
シ
ユ
氏
の 

論
文
を
參
照
せ
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れ
む
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ど
望
む
と
し
て
、
唯
鼓
に 

は
英
國
資
本
の
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算
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